
身体拘束廃止委員会 

 

身体拘束等に関する基本的な考え方 

 関川病院は、患者の尊厳と主体性を新調し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員

が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束しないケアの実施

に努めます。 

 

委員会の設置目的 

 身体拘束を適正化する目的で身体拘束廃止委員会を設置しています。 

 

委員会の役割 

 ①身体拘束者の報告・現状把握 

 ②身体拘束の解除に向けての対策の立案 

 ③身体拘束に関する教育・研修に関すること 

 ④身体拘束に関する指針、規定、マニュアル等の作成と見直し 

 

委員会の構成 

 病院長、事務長、看護部長 

薬局、リハビリテーション科、臨床工学技士、事務部の代表者 

 


